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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金 
 

 

 
■ 対 象  特別弔慰金は戦没者などの死亡当時の遺族で、令和７年４月１日

（基準日）において公務扶助料や遺族年金など受ける人がいない場

合に、次の順番による先順位の遺族一人に支給されます。 

①基準日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給

権を取得した人 

② 戦没者などの子 

③戦没者の死亡当時に生計を共にしていた父母、孫、祖父母、兄弟

姉妹※婚姻や養子縁組により、令和７年４月１日現在で氏が変わ

っている人を除く 

④ ③以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 

⑤①から④まで以外の戦没者などの三親等内の親族※戦没者死亡

当時まで引き続き１年以上の生計関係を有していた人 
 

■ 支給内容 額面２７万５千円、５年償還の記名国債 
 

■ 請求期限 令和１０年３月３１日 

■ 問 合 せ 福祉課（☏４４-８２３９） 

新里支所市民生活課（☏７４－２９０４） 

黒保根支所市民生活課（☏９６－２１１２） 

 

⑪住み続けられるまちづくりを⑯平和と公正をすべての人になし

 

令和7年4月9日 

保健福祉部福祉課 

桐生 市 報道 発 表資 料 
桐生市 

第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金が支給されることに

なりました 

 


